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はじめに

　上場企業には、株主をはじめとする多くの利害関係者に対し、決算・財務情
報等を報告（財務報告＝ディスクロージャー）することが法令等により義務付
けられています。その報告のしかたも法令等により細かくルールが決まってお
り、上場企業の経理・財務、ＩＲ、経営企画部門等、財務報告に関わる方にとっ
て、必要不可欠な知識となっています。
　財務報告実務検定・開示様式理解編は、「金融商品取引法」「証券取引所の有
価証券上場規程等」「会社法」という財務報告が拠り所とする３分野を、効率的・
体系的に学ぶことができるわが国唯一の試験であり、本検定試験の学習を通じ
て、各種ディスクロージャー書類の目的、作成要領、データの関連性のみなら
ず、決算・財務報告プロセスに必要な内部統制までを広範囲、体系的かつ自然
に理解することができるように設計されています。
　このような特徴をもつ財務報告実務検定・開示様式理解編は、これまで多数
の上場企業のディスクロージャー関連部門の方、監査法人所属の公認会計士の
方々に受験いただきましたが、このほど、本検定試験の受験を志す方がより効
率的に学習を進めていただけるよう、かねてからご要望の強かった公式問題集
を出版させていただくことになりました。
　本問題集は、重要論点をカバーするために創作された問題を中心に、一部過
去問題を加えた「択一問題 100 問、総合問題９問」により構成されています。
本問題集を学習することで、財務報告実務検定・開示様式理解編における重要
論点が一通り学習できるように工夫されています。
　また、本問題集では、問題の各選択肢すべてについて、正答を導き出すのに
必要十分な解説を付けているほか、「テーマ」と題し、その問題の主題につい
て適宜図表も用いながら簡潔にまとめています。財務報告のルールは精緻かつ
詳細なだけに、“木を見て森を見ず”とならないよう、テーマを参照すること
で重要な単元を確認しながら学習を進めるようにしてください。
　計算問題が中心となる総合問題においても、正答のみならずその計算のプロ
セスについてわかりやすく説明するとともに、適宜ディスクロージャーのルー
ルも言及するようにしています。
　本問題集を活用して財務報告実務を効率的に学習することで、財務報告実務
検定・開示様式理解編の合格を勝ち取っていただくことを心より祈念しており
ます。

一般社団法人   日本ＩＰＯ実務検定協会     財務報告実務検定事務局
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本書の使い方
　本書の構成は下記のとおりとなっております。

選択式問題

問題の意図に沿った解答を導
き出せるよう、計算ステップ
や考え方について解説してい
ます。

総合問題を解くうえでのポイ
ントを明示しています。

本番試験の類似問題を掲載し
ています。

試験範囲の中のどの分野に該
当するのかを特定しやすいよ
うに、テーマを明示するとと
もに、そのテーマの概要を解
説しています。

本試験の類似問題のほか、過
去問題を掲載しています。

すべての選択肢について、正
誤の理由を解説しています。

問 題 全体像

1 開示書類とその根拠法令の関係

次の中から、開示書類とその根拠法令の関係が不適切なものを１つ選択して
ください。

1 （開示書類）有価証券報告書（根拠法令）金融商品取引法
2 （開示書類）決算短信 （根拠法令）金融商品取引法
3 （開示書類）連結計算書類 （根拠法令）会社法
4 （開示書類）附属明細書 （根拠法令）会社法

テーマ 開示書類とその根拠法令等の関係

財務報告実務検定は、金融商品取引法・適時開示・会社法に基づくディ
スクロージャー制度を対象としています。各ディスクロージャー制度では、
次のような開示書類を作成します。

 

会社法
・（狭義の）招集通知
・事業報告
・連結計算書類
・計算書類
・株主総会参考書類

適時開示
・決算短信
・四半期決算短信
・コーポレート・ガ

バナンス報告書
・各種適時開示

金融商品取引法
・有価証券報告書
・四半期報告書
・有価証券届出書 等

 

 

正解▶2

1 ○ 有価証券報告書…金融商品取引法
有価証券報告書は、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度におい

て作成されます。

2 × 決算短信…適時開示
決算短信は、証券取引所によって要請される適時開示に基づくディスクロー 

ジャー制度において作成されます。この適時開示は、証券取引所ごとの有価証
券上場規程を根拠規程としています。

 

総合問題

テーマ キャッシュ・フロー計算書関係注記

連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記は、連結キャッシュ・フロー計
算書における「現金及び現金同等物」と連結貸借対照表における「現金及び
預金」、「有価証券」勘定の関係を示す注記事項です。
連結貸借対照表の「現金及び預金」と「有価証券」の合計額から、連結キャッ
シュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」に該当しない項目を除くこ
とで、連結キャッシュ・フロー計算書上の ｢現金及び現金同等物」の金額を
記載することになります。
なお、財務報告実務検定試験では、PC画面上の電卓を用いて計算すること

となるため、事前に操作に慣れておく必要があります。

  
  
  

  

 

    

 

   
     

 
 

 

 

 

 

 

《解答・解説》
連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記は下記のようになります。

小問⑴ 20,000 百万円
「現金及び預金」並びに「有価証券」は、連結貸借対照表上の金額をそのま
ま記入します。

  
  
  

  

 

    

 

   
     

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 
掲記されている科目の金額との関係（X5年３月31日） 

現金及び預金 20,000
有価証券 15,000

計 35,000
預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △500
MMFを除く有価証券 △5,000
現金及び現金同等物 29,500
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　CAT ㈱の当連結会計期間の決算日は、X 5 年 3 月 31 日である。
　下記資料より、有価証券報告書における（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
の注記に関する小問⑴～⑶に答えなさい。
　なお、単位は全て百万円である。

問 題 有価証券報告書

101 キャッシュ・フロー計算書関係注記

○資料１【連結貸借対照表】（一部抜粋）

○資料２【有価証券明細】

○資料３【定期預金明細】

○資料４【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】抜粋
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動
性 の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クし か負わない短期的な投資です。

前連結会計年度
（X4年３月 31日）

当連結会計年度
（X5年３月 31日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 XX,XXX 20,000
　　受取手形及び売掛金 XX,XXX 85,600
　　有価証券 XX,XXX 15,000

区分 金額
MMF 10,000
3 ヶ月以内に満期が到来する社債（５年満期） 2,000
株式 3,000
　　合計 15,000

定期預金（名称） 預入期間 金額
A定期 X5年 1月 1日～X5年 6月 30日 200
B定期 X4年 6月 1日～X5年 5月 31日 300
C定期 X5年 3月20日～X5年 6月 10日 800
D定期 X4年 7月 1日～X6年 6月 30日 400
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■選択式問題の学習方法
　財務報告実務に関する知識が浅い方は、まず「テーマ」を読み、当該問題が
属する分野の概要をつかんでから問題にあたることをお勧めします。また、当
該分野についてより深く、幅広い知識を身に付けていただくには、適宜「財務
報告実務検定・開示様式理解編公式テキスト」（弊社刊、以下公式テキスト）
の該当箇所を参照してください。
　財務報告実務に関し一定の知識・経験を有する方は、まず問題を解いた上で、
間違えた箇所、知識があいまいな箇所について重点的に解説やテーマを読むよ
うにしてください。それでも疑問点等が解消しない場合には、公式テキストの
該当箇所を参照してください。

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 初学者の方

テーマ → （ 公式テキスト ） → 問題 → 解説

 一定の知識・経験を有する方

問題 → テーマ → 解説
  or
問題 → 解説 → テーマ

 

 

■総合問題の学習方法
　総合問題では、実際の財務報告書類の作成において必要な計算力や、各財務
報告書類間の数値の整合性の理解などが求められますので、いきなり解答を見
ずに、まずは自分で解答を考えてみてください。財務報告実務の知識・経験が
十分でない方は、まず解説を読んでから（解説だけでは不十分な場合には、公
式テキストの該当箇所を読んでから）解答を考えてみてください。

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 知識・経験が十分でない方

問題 → 解説＆公式テキスト → 解答

 知識・経験が十分にある方

問題 → 解答 → 解説＆公式テキスト
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　金融商品取引法に基づく企業内容開示制度に関して、次の選択肢の中から
もっとも適切なものを 1 つ選びなさい。

1 　有価証券報告書は有価証券の発行時において投資者を保護するために
必要とされる制度であるから、金融商品取引法上の発行開示に分類される。

2 　有価証券報告書は EDINET に掲載することのみで公衆縦覧に供された
ことになる。

3 　有価証券報告書は、財務諸表部分に限らず全体が XBRL の形式により
提出される。

4　有価証券届出書は、投資者に直接交付される。

テーマ 金融商品取引法に基づく企業内容開示制度 

　金商法は、「有価証券の発行及び売買その他の取引を公正にし、かつ有
価証券の流通を円滑にすることを目的とし、もって国民経済の健全な発展
と投資者の保護に資する」ことを立法趣旨としています。このため、金商
法による企業内容開示制度は、有価証券の発行市場と流通市場とに分けて
開示規制が行われるとともに、投資者に直接情報開示すべきものと間接的
な情報開示とが規定されています。

〈発行開示と継続（流通）開示〉
発行開示 1 億円以上の有価証券を 50 名以上の者に対して募集

または売出しを行う場合等
継続（流通）開示 上場会社、有価証券届出書の提出会社、資本金 5 億

円以上かつ株主 1,000 名以上の会社

〈直接開示と間接開示〉
直接開示 投資者に対して直接、投資情報を提供する（目論見書等）
間接開示 投資者に対して、公衆縦覧等により間接的に情報提

供を行う（有価証券届出書、有価証券報告書等）

問 題 金融商品取引法

５ 金融商品取引法に基づく企業内容開示制度
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選
択
式
問
題

Ⅰ

財
務
報
告
概
論

金融商品取引法

正解▶3

1　×　発行開示と継続（流通）開示
　有価証券の発行時において必要とされるのは有価証券届出書です。また、有
価証券報告書は継続開示（流通開示）のための制度であると位置づけられます。

2　×　公衆縦覧の方法
　有価証券報告書は EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）
に掲載することも求められていますが、①関東財務局及び当該書類の提出会社
の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務（支）局、②当該発行者の本
店及び主要な支店、③金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協
会、において営業時間・業務時間中に有価証券報告書を誰でも事由に閲覧する
ことができるようにする必要があります。

3　○　XBRL 提出の範囲
　有価証券報告書等の EDINET 提出に際して、XBRL（eXtensible Business 
Reporting Language）という電子データの形式が用いられます。2013 年 12 月
31 日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から、財務諸表部分だけ
ではなく、有価証券報告書全体が XBRL の形式により提出されています。

4　×　直接開示と間接開示
　投資者に直接交付（直接開示）されるのは目論見書ですが、有価証券届出書
は公衆縦覧に供する方法によって開示（間接開示）されます。
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　不適正な適時開示に対する措置に関して、次の選択肢の中から不適切なもの 
を 1 つ選びなさい。

1 　証券取引所は、有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断
に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合
で、当該情報の内容が不明確であるときは、投資者に注意喚起をするこ
とができる。

2 　上場会社が適時開示に係る規定に違反したと認め、改善の必要性が高
いと認めた場合、証券取引所は当該上場会社に対して、その経緯及び改
善措置を記載した改善報告書の提出を求めることができる。

3 　証券取引所は、不適正な適時開示を行った上場会社に対して改善報告
書の提出を求めたにも関わらず、その提出が行われない場合、当該会社
の銘柄を特別注意銘柄に指定することができる。

4 　証券取引所は、適時開示に係る規定に抵触した上場会社に対して、注
意喚起のために口頭注意を行うことができる。

テーマ 不適正な適時開示に対する措置

　証券取引所は、投資者の投資判断に資するため、適時適切な情報開示を
求めています。東京証券取引所の場合、不適正な適時開示を行った上場会
社に対する措置として、以下のものがあります。

問 題 適時開示

９ 不適正な適時開示に対する措置

投資者への
注意喚起

次の２ケースのいずれかに該当する場合であって、その周
知が必要であると東証が認めるとき

（１）有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断
に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生
じている場合で、当該情報の内容が不明確であるとき

（２）その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注
意を要すると認められる事情があるとき

口頭注意 上場会社が適時開示に係る規定に抵触した場合。 社名は公
表されない。

上場違約金 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと認め、株式市
場に対する株主及び投資者の信頼を棄損したと認めた場合
公表の対象となる。
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選
択
式
問
題

Ⅰ

財
務
報
告
概
論

適時開示

正解▶3

1　○　投資者への注意喚起
　東京証券取引所は 2014 年５月に業務規程や有価証券上場規程を改正し、従
来の開示注意銘柄制度を廃止するとともに、次の２ケースのいずれかに該当す
る場合であって、その周知が必要であると東証が認めるときは、投資者に対す
る注意喚起を行うことができるようになりました。

（１）有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重要な影響を与
えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不
明確であるとき

（２）その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認め
られる事情があるとき

2　○　改善報告書
　証券取引所は、上場会社が適時開示に係る規定に違反した場合又は企業行動
規範の「遵守すべき事項」に違反した場合において、改善の必要性が高いと認

改善報告書・
改善状況報告書

上場会社が適時開示等に係る規定に違反したと認め、改善
の必要性が高いと認めた場合、その経緯及び改善措置を記
載した改善報告書の提出を求めることができる。提出され
た改善報告書は、公衆縦覧に供される。改善報告書を提出
した上場会社は、提出から 6 ヶ月経過後速やかに、改善措
置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書を提
出しなければならず、これも公衆縦覧に供される。

特別注意銘柄 適時開示等に係る規定に違反したり有価証券報告書等の虚
偽記載があったりしたため、内部管理体制等の改善の必要
性が高いと認められる上場会社や、改善報告書を提出した
ものの、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認めら
れず、内部管理体制等につき改善の必要性が高いと認めら
れる上場会社は、特別注意銘柄に指定される。

上場廃止 ・改善報告書を提出しない場合。改善報告書の提出を求め
たにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善され
る見込みがないと認められる場合。

・特設注意市場銘柄指定から一定期間（最大で１年半）を
経過しても、内部管理体制等に引き続き問題がある、あ
るいは改善の見込みがないと認められる場合。
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　有価証券報告書の【主要な経営指標等の推移】に関して、次の選択肢の中か
らもっとも適切なものを１つ選びなさい。

1 　【主要な経営指標等の推移】の「連結経営指標等」には、最近 10 連結
会計年度分の記載が求められている。

2 　【主要な経営指標等の推移】の「連結経営指標等」及び「提出会社の経
営指標等」には、売上総利益の推移を記載しなければならない。

3 　連結財務諸表作成会社の場合、【主要な経営指標等の推移】の「提出会
社の経営指標等」において、提出会社の営業活動によるキャッシュ・フ
ロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・
フローを記載する必要はない。

4 　【主要な経営指標等の推移】の「連結経営指標等」及び「提出会社の経
営指標等」に記載される株価収益率は、予想利益をベースに算定する。

テーマ 主要な経営指標等の推移

　【主要な経営指標等の推移】は、最近 5 連結会計年度（事業年度）分の
連結経営指標等及び提出会社の経営指標等について記載します。各経営指
標として記載すべき項目は以下のとおりです。

問 題 有価証券報告書／第 1　企業の概況

16 【主要な経営指標等の推移】

経営
指標等 種類 経営指標

連結 経営成績 売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、
包括利益

財政状態 純資産額、総資産額
1株当たり指標 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益
財務比率 自己資本比率、自己資本利益率、株価収益率
キャッシュ・
フロー（CF）

営業活動によるCF、投資活動によるCF、財務活動によ
るCF、現金及び現金同等物の期末残高

その他 従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕SA
M
PL

E
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選
択
式
問
題

Ⅱ

財
務
報
告
各
論
（
金
融
商
品
取
引
法
）

有価証券報告書／第1　企業の概況

正解▶3

1　×　最近 5 連結会計年度（事業年度）分の記載
　【主要な経営指標等の推移】には、最近 10 連結会計年度分ではなく、最近 5
連結会計年度分の記載が求められています。

2　×　記載すべき指標
　売上高、経常利益、当期純利益の記載は必要ですが、売上総利益の記載は不
要です。また、営業利益の記載も求められていません。

3　○　キャッシュ・フロー指標
　【主要な経営指標等の推移】に記載される項目の多くは、有価証券報告書内
の別の箇所で開示されている項目です。連結財務諸表作成会社の場合、提出会
社単体のキャッシュ・フロー計算書の開示は不要であることから、【主要な経
営指標等の推移】においても、提出会社の営業活動によるキャッシュ・フロー、
投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローを記
載する必要はありません。

4　×　株価収益率の算定根拠
　株価収益率は、資本市場で一般に用いられる予想利益をベースとしたもので
はなく、実際の利益をベースに算定されます。

単体 経営成績 連結に同じ（ただし包括利益を除く）
財政状態 資本金、発行済株式総数のほか、連結に同じ
1株当たり指標 1株当たり配当額（1株当たり中間配当額）のほか、連

結に同じ
財務比率 配当性向のほか、連結に同じ
その他 従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕、株主総利回り、株

価の推移
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選
択
式
問
題

Ⅱ

財
務
報
告
各
論
（
金
融
商
品
取
引
法
）

　有価証券報告書の【サステナビリティに関する考え方及び取組】、【事業等の
リスク】、【重要な契約等】及び【経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の分析】に関して、不適切と思われる選択肢を１つ選びな
さい。

1 　【サステナビリティに関する考え方及び取組】、【事業等のリスク】及び
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
においては、将来に関する事項を記載してもよい。

2 　財務諸表に継続企業の前提に関する注記が記載されている場合、【事業
等のリスク】において提出会社に係る財務の健全性に悪影響を及ぼして
いる、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予
定の対応策の具体的な内容を記載する必要がある。

3 　【サステナビリティに関する考え方及び取組】の記載のうち、「戦略」
並びに「指標及び目標」については、重要性が無い場合には記載は省略
することができる。

4 　原材料の供給に係る包括的契約により契約の相手方に対する事業上の
依存度が著しく大きくなる場合、それについて【事業等のリスク】及び【重
要な契約等】の双方に記載されることとなる。

テーマ 重要な契約等、経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析

①　重要な契約等
　当連結会計年度（当事業年度）において、企業経営に重要な影響を及ぼす
ような契約等について、会社の業務執行を決定する機関により決定された場
合には、所定の内容を記載し、投資者に対してその内容を開示する必要があ
ります。
　a　吸収合併又は新設合併
　b　重要な事業の全部もしくは一部の譲渡又は譲受け
　c 　事業の全部もしくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上

の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の重要な契約
　d　株式交換又は株式移転
　e　吸収分割又は新設分割

問 題 有価証券報告書／第 2　事業の状況

25
【サステナビリティに関する考え方及び取組】、【事業等のリ
スク】、【重要な契約等】、【経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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　 f 　企業・株主間のガバナンスに関する合意
　g　企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意
　h　ローン契約と社債に付される財務上の特約

　 　なお、「その他の重要な契約」に該当するか否かの判断に当たっ
　ては、次の点に留意することが必要です。
　ア 　当該契約の締結が、会社法 362 条 4 項に規定する取締役会の決議事項

に相当する場合
　イ 　当該契約の締結によって、契約の相手方に対する事業上の依存度が著

しく大きくなる場合（例えば、原材料の供給・製品の販売等に係る包括
的契約、一手販売・一手仕入契約等）

　ウ 　当該契約の締結相手によって、著しく事業上の拘束を受ける場合（例
えば、営業地域の制限を伴うフランチャイズ契約、ライセンス契約等）

　エ 　当該契約の締結が、重要な資産の管理、処分（譲渡、取得、賃貸借等）
に該当する場合（例えば、重要な固定資産の譲渡（取得）又は、多額の出損、
債務負担を伴う場合（例えば、規模の大きい共同出資事業契約 等））

② 　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適
正な判断を行うことができるよう、経営者の視点による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容（例えば、経営成績
に重要な影響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に
係る情報）を具体的に、かつ、分かりやすく記載することが求められます。

正解▶3

1　○　将来に関する事項の記載
　【サステナビリティに関する考え方及び取組】、【事業等のリスク】及び【経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】の双方
において、将来に関する事項を記載することは認められています。この場合、
当連結会計年度末（又は当事業年度末）現在において判断したものである旨を
記載することが必要となります。

2　○　GC 注記がある場合の対応策
　財務諸表に継続企業の前提に関する注記が記載されている場合、【事業等の
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　有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】に関して、もっと
も適切と思われる選択肢を１つ選びなさい。

1 　【役員の状況】には、当該事業年度に係る定時株主総会で初めて選出さ
れた役員が記載されることはない。

2 　役員間において二親等内の親族関係がある場合には、その内容を注記
する必要がある。

3　略歴欄には役員の最終学歴を記載する必要がある。
4　各役員が保有している新株予約権の数量を記載する必要がある。

テーマ 役員の状況

　【役員の状況】には、役員の役職名、氏名、生年月日、略歴、任期、所
有株式数を記載します。役員間において二親等以内の親族関係がある場合
には、その内容を注記しなければなりません。また、所有株式数について
は、他人（仮設人を含む）名義で所有している株式数を含めた実質所有に
より記載されます。さらに、欄外に役員の男女別人数を記載するとともに、
役員のうち女性の比率を括弧内に記載する。

正解▶2

1　×　役員の状況の記載時点
　【役員の状況】には、有価証券報告書提出日現在における役員の状況を記載
します。そのため、定時株主総会終了後に有価証券報告書を提出する場合には、
当該株主総会における役員の選任後の状況を記載することになります。なお、
定時株主総会終了前に有価証券報告書を提出する場合は、当該株主総会におけ
る役員の選任前の状況を記載することになりますが、当該株主総会において役
員の改選に関する決議が予定されている場合には、その旨及びその概要の記載
が必要です。本選択肢では、有価証券報告書の提出タイミングにつき特段の限
定をしていないことから、本選択肢は適切とはいえません。

問 題 有価証券報告書／第 4　提出会社の状況

30 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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　有価証券報告書における連結貸借対照表に関して、不適切なものを 1 つ選び
なさい。

1 　不動産業を営む会社が転売を目的として購入・保有する土地は、固定
資産ではなく流動資産として表示すべきである。

2 　1 年以内に返済期限が到来する長期貸付金のうち、貸付先 A 社の財政
状態が悪化したことで 1 年以内に返済される見込みがない場合、A 社に
対する貸付金は連結貸借対照表上、流動資産に表示すべきではない。

3 　無形固定資産は有形固定資産と異なり、減価償却累計額を当該資産の
金額から直接控除し、控除額についての注記は不要である。

4 　所有権移転外ファイナンス・リース取引によって使用されるリース資
産は、リース会社が所有している資産であるため、リース資産の借手は、
連結貸借対照表上、「リース資産」等の名称で、自社所有の固定資産と区
別して表示しなければならない。

テーマ 連結貸借対照表

　有価証券報告書の連結貸借対照表は連結財務諸表の一つで、企業集団に
おける財政状態を表します。連結貸借対照表の表示に関しては、連結財務
諸表規則に詳細に規定されています。まず様式については連結財規様式第
四号に規定されており、資産（流動資産、固定資産〈有形固定資産、無形
固定資産及び投資その他の資産〉及び繰延資産）、負債（流動負債及び固
定負債）及び純資産（株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及
び非支配株主持分）に区分したうえで、二期比較により表示することとな
ります。連結財務諸表規則には、代表的な科目名が規定されており、独立
掲記時の重要性の基準等も規定されています。

問 題 有価証券報告書／第 5　経理の状況

35 【連結貸借対照表】
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　決算短信及び四半期決算短信に関して、もっとも適切と思われる選択肢を１
つ選びなさい（サマリー情報の様式の使用を前提とする）。

1 　決算短信及び四半期決算短信においては、配当予想を必ず開示しなけ
ればならない。

2 　業績予想の開示に際して、第１四半期の四半期決算短信においては、
通常は通期の業績予想に加えて、中間連結会計期間の業績予想が必要と
される。

3 　決算短信及び四半期決算短信は、有価証券報告書や四半期報告書の財
務諸表本表のように XBRL の形式で提出することはない。

4 　第１・第３四半期決算短信に公認会計士等によるレビューを任意で受
ける場合、レビュー未了の第１・第３四半期決算短信を先行開示し、レ
ビューが完了次第、改めて第１・第３四半期決算短信を開示することが
できる。

テーマ 決算短信及び四半期決算短信

　決算短信及び四半期決算短信は、サマリー情報と添付資料の構成がほぼ
整合的になっています。さまざまな記載事項のなかでも、配当予想の開示
と業績予想の開示に関する重要性は揺るぎません。
①　配当予想の開示
　 　決算短信及び四半期決算短信においては、配当予想を記載しなければ

なりません。しかし、配当予想額が未定の場合は配当予想の欄に「－」を
記入し、欄外に配当予想が未定である旨を記載します。また、配当予想
を開示しない場合は、同じく「－」を記載し、または当該欄を削除したう
えで、その旨を記載することが考えられます。なお、配当予想を修正した
場合には、重要性基準はなく、必ず配当予想の修正として適時開示を行
わなければなりません。

②　業績予想の開示
　 　投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、実績を当初

の予想値から大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、
将来予測情報の利用に関する注意文言を分かりやすく記載することが考
えられるとされています。

問 題 四半期決算短信

90 決算短信及び四半期決算短信
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四半期決算短信

　実際の記載例としては、業績の予想値を記載する例、業績の予想値を記
載しない旨やその理由を記載する例、中長期的な目標などを記載する例、
などが見られます。

正解▶4

1　×　配当予想の開示
　決算短信及び四半期決算短信においては配当予想を記載しなければなりませ
んが、配当予想額が未定あるいは開示しない場合には、配当予想の欄に「－」
を記載し、欄外に配当予想が未定である旨あるいは開示しない旨を記載します。
配当予想を開示しない場合には、これに加えて、開示しない理由をサマリー情
報又は添付資料に記載することが求められています。つまり、サマリー情報に
おいて配当予想を開示しない結果となる場合もあることになります。

2　×　業績予想の開示
　業績予想の開示について、以前はサマリー情報に通期と半期の売上高等の予
想を表形式で記載する様式が示されていたが、現在ではそのような様式は示さ
れておらず、投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報を記載するこ
とが求められているのみです。

3　×　XBRL による財務諸表の提出
　有価証券報告書や四半期報告書の EDINET 提出に際しては、報告書全体を
XBRL の形式で提出することが求められています。一方、決算短信及び四半期
決算短信についても、そのサマリー情報を、TDnet の XBRL ファイル作成機
能を用いて登録・提出することになります。

4　○　決算短信等の開示タイミング
　第１・第３四半期決算短信に公認会計士等によるレビューを任意で受ける場
合、レビュー報告書を添付した第１・第３四半期決算短信を開示することが求
められています。この場合、以下の２パターンの開示タイミングが想定されます。
　（パターン１）レビューが完了した時点で開示する
　（パターン２）レビュー未了の第１・第３四半期決算短信を先行開示し、レ
ビューが完了次第、改めて第１・第３四半期決算短信を開示する
　ただし、レビューが義務の場合は原則としてパターン１での開示が必要とな
ります。
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　CAT ㈱の当連結会計期間の決算日は、X 5 年 3 月 31 日である。
　下記資料より、有価証券報告書における（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
の注記に関する小問⑴～⑶に答えなさい。
　なお、単位は全て百万円である。

問 題 有価証券報告書

101 キャッシュ・フロー計算書関係注記

○資料１【連結貸借対照表】（一部抜粋）

○資料２【有価証券明細】

○資料３【定期預金明細】

○資料４【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】抜粋
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動
性 の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クし か負わない短期的な投資です。

前連結会計年度
（X4年３月 31日）

当連結会計年度
（X5年３月 31日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 XX,XXX 20,000
　　受取手形及び売掛金 XX,XXX 85,600
　　有価証券 XX,XXX 15,000

区分 金額
MMF 10,000
3 ヶ月以内に満期が到来する社債（５年満期） 2,000
株式 3,000
　　合計 15,000

定期預金（名称） 預入期間 金額
A定期 X5年 1月 1日～X5年 6月 30日 200
B定期 X4年 6月 1日～X5年 5月 31日 300
C定期 X5年 3月20日～X5年 6月 10日 800
D定期 X4年 7月 1日～X6年 6月 30日 400SA
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小問⑴　①に当てはまる金額を答えなさい。
百万円

小問⑵　②に当てはまる金額を答えなさい。
百万円

小問⑶　③に当てはまる金額を答えなさい。
百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
　　掲記されている科目の金額との関係（X5 年３月 31 日）

現金及び預金 �（　　①　　）
有価証券 15,000
　　　　計 XX,XXX
預入期間が３ヶ月を
　　超える定期預金 △（　　②　　）
MMFを除く有価証券 △XX,XXX
現金及び現金同等物 （　　③　　）
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テーマ キャッシュ・フロー計算書関係注記

　連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記は、連結キャッシュ・フロー計
算書における「現金及び現金同等物」と連結貸借対照表における「現金及び
預金」、「有価証券」勘定の関係を示す注記事項です。
　連結貸借対照表の「現金及び預金」と「有価証券」の合計額から、連結キャッ
シュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」に該当しない項目を除くこ
とで、連結キャッシュ・フロー計算書上の ｢現金及び現金同等物」の金額を
記載することになります。
　なお、財務報告実務検定試験では、PC 画面上の電卓を用いて計算すること
となるため、事前に操作に慣れておく必要があります。

《解答・解説》
　連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記は下記のようになります。

小問⑴ 20,000 百万円
　「現金及び預金」並びに「有価証券」は、連結貸借対照表上の金額をそのま
ま記入します。

小問⑵ 500 百万円
　「預入期間が３ヶ月を超える定期預金」となっているため、定期預金明細の
うちどれが該当するのかを確認します。
　なお、資料４には、「決算日から３ヶ月以内に満期日の到来する」ではなく、「取
得日から３ヶ月以内に満期日の到来する」と記載されている点に注意が必要で
す。

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係（X5年３月31日）

現金及び預金 20,000
有価証券 15,000
　　　　計 35,000
預入期間が３ヶ月を
　　超える定期預金 △ 500
MMFを除く有価証券 △ 5,000
現金及び現金同等物 29,500
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　したがって、預入期間が３ヶ月を超える定期預金のうち、連結貸借対照表の
「現金及び預金」に含まれているのは
　A 定期 200 + B 定期 300=500
となるので、表示は△ 500 となります。

小問⑶ 29,500 百万円
　資料２【有価証券明細】の合計額と連結貸借対照表の「有価証券」の金額が 
15,000 と一致していることから、投資有価証券は含まれていないことがわかり
ます。

　したがって、有価証券明細のうち MMF 以外のものは下記のようになります。
　なお、運用期間が３ヶ月以内であれば MMF と同様の取扱いをするため、
運用期間なのか満期日なのかに留意する必要があります。
　また、株式は売買目的の株式と考えられます。

　以上より、現金及び現金同等物の金額は、
　現金及び預金 20,000 + 有価証券 15,000
－預入期間が３ヶ月を超える定期預金500－MMFを除く有価証券5,000= 29,500
となります。

（名称） 預入期間 金額 預入期間
３ヶ月以内

連結貸借対照表上
の勘定

A定期 X5年1月 1日～X5年6月30日 200 × 現金及び預金
B定期 X4年6月 1日～X5年5月31日 300 × 現金及び預金
C定期 X5年3月20日～X5年6月10日 800 ○ 現金及び預金

D定期 X4年7月 1日～X6年6月30日 400 × 長期預金（注１）

（投資その他の資産）

（注１）連結貸借対照表の「現金及び預金」に含まれるのは、決算日から１年以内
に満期日が到来するものです。Ｄ定期は、満期日がＸ 6年 6 月 30 日と、
決算日から満期日が 1年超となるので、投資その他の資産の区分の「長期
預金」等の科目に含まれます。

３ヶ月以内に満期が到来する社債（５年満期） 2,000
株式 3,000

計 5,000
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〈検定主催団体について〉
　財務報告実務検定試験は、一般社団法人日本 IPO 実務検定協会 により運営され
ています。日本 IPO 実務検定協会は、上場（IPO=Initial Public Offering）準備に
必要な実務能力を認定する我が国初の試験である IPO 実務検定試験を通じて上場
準備を担う人材を育成し、新規上場を促進することを目的に設立された団体です。
　日本 IPO 実務検定協会では、このように新規上場を促進する一方で、上場後の
決算業務、開示業務をフォローアップするため、各種開示書類の目的、作成要領、
データの関連性、さらに、決算・財務報告プロセスに必要な内部統制までを広範
囲かつ体系的に理解しているかを問う「財務報告実務検定【開示様式理解編】（旧
財務報告実務検定）」、連結財務諸表を作成する際に必要となる基礎資料の作成（連
結子会社・持分法対象会社の情報収集、海外子会社の財務諸表の換算、取引や債
権債務の照合表の作成等）から連結精算表を経て連結財務諸表が作成されるまで
のデータの流れや手順、XBRL の実務を含む開示のルールといった“連結財務諸
表を作成し開示を成し遂げる力”を問う「財務報告実務検定【連結実務演習編】（2016
年２月１日より試験開始）」を開発・運営しています。
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